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肺がん検診には，自治体や企業が費用の一部またはすべてを負担して行
う「対策型検診」と，人間ドックなどのように企業や健康保険組合，個人な
どが費用を負担して行う「任意型検診」がある。

対策型検診は，一定の日時に1ヵ所に受診者を集めて実施する「集団検診」
と，一定期間内に地域内の多数の医療機関で行う「個別検診」，一定期間内
に特定の施設で行う「施設検診」に分類することができる。

2019年5月に東京都福祉保健局が出した「東京都肺がん検診の精度管理の
ための技術的指針」では肺がん検診は40歳以上を対象に行い，方法は次のよ
うに定めている。

1．喫煙歴，血痰の有無に関する問診を行う。
2．肺がん検診に適格な背腹1方向の胸部Ｘ線撮影を行う。
3．問診により50歳以上で喫煙指数（1日の喫煙本数×喫煙年数）600以上

の重喫煙者には3日間の蓄痰による喀痰細胞診を追加する。血痰のあ
る受診者には外来受診を勧める。

4．胸部Ｘ線は，肺がん診療に携わるか放射線専門医を含む2名以上の医
師による二重読影を行い，有所見例に対しては過去画像との比較読影
を行う。

企業が行う肺がん検診に関してはこのような指針は示されていないが，
おおむねこれに準拠して行われている。

任意型検診については特別な定めはないが，多くの場合，上記に加えて
低線量CTがオプションとして追加されている。

画像診断と喀痰細胞診の判定に関して，日本肺癌学会では，A, B, C, D, E 
の分類を用いることを推奨しているが，その解釈は画像診断と細胞診で多
少異なっている。
〔画像診断での分類〕
A：読影不能。要再検
B：異常所見を認めない
C：異常所見を認めるが精査を要しない
D：肺がん以外の疾患で，治療を要する状態の異常所見を認める
E：肺がんを疑う異常所見を認める

〔細胞診での分類〕
A：喀痰中に組織球を認めない。再検査
B：正常気管支上皮細胞のみ
C：中等度異形細胞を認める。細胞診の再検が必要
D：高度異形細胞を認める。気管支鏡などの精査が必要
E：悪性腫瘍細胞を認める。至急精査が必要
両者ともA判定が撮影条件あるいは検体の材料不適であることが特徴で，

特に画像診断の場合，これは基本的な精度管理にもつながるという特徴が
ある。
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肺がん検診の実施成績

本会の検診方法

東京都予防医学協会（以下，本会）では，自治体

の集団検診，個別検診，施設検診などの対策型検診

や，企業や健康保険組合の補助を受けた人間ドック

（任意型検診）など，すべてのタイプの肺がん検診を

行っている。

2019（令和元）年度は8つの自治体の住民肺がん検

診を行い，その検診方法は，1つの自治体では本会

と当該自治体内の検診施設でのデジタルX線撮影に

よる施設検診，1つの自治体では本会での施設検診

と車載Ｘ線撮影装置による集団検診，5つの自治体

では本会の車載Ｘ線撮影装置による集団検診，1つ

の自治体では委託を受けて医師会が行う個別検診の

指定施設として検診を行った。

検査方法について，都の指針では背腹像1枚で可

としているが，本会の対策型検診では胸部直接2方

向撮影（1自治体のみ正側撮影，他は背腹，腹背撮影）

とハイリスク者への喀痰細胞診が行われており，任

意型の人間ドックで検診を行っている団体では，Ｘ

線撮影と低線量CT撮影が同時に行われている。

喀痰細胞診に関しては，喫煙歴の調査はすべてで

行われているが，対象の絞り込みなどは十分に行わ

れておらず，受診者の希望に任せている自治体もあ

る。

X線画像はモニター画面で独立して2人の医師が

読影するが，そのどちらかは必ず呼吸器科あるいは

放射線科の専門医であり，過去に受診歴のある例に

関しては過去画像と全例比較して読影している。

読影の手順は初めに第1読影医が読影し，次に第

2読影医が独自に読影を行い，その後に第1読影医

の読影結果を確認したうえで，必要があれば修正を

行うことで第2読影医の読影結果を以って最終判定

としている。また，第1読影医と第2読影医は固定

していない。

判定は，自治体が行う肺がん検診ではすべて日本

肺癌学会の基準を用いているが，企業などでの肺が

ん検診では，独自の基準を用いている場合もある。

人間ドックで肺がん検診を行う場合には低線量

CT撮影も同時に行っており，その読影はＸ線もCT

も含めて2人の肺がんCT検診認定機構の認定医が

独立して行い，X線と同様のシステムで行っている。

ただし，すべて人間ドックに組み込んで行う検診な

ので，日本肺癌学会の判定基準は採用していない。

喀痰細胞診に関しては，本会検査研究センター母

子保健検査科において，日本臨床細胞学会認定の細

胞検査士がスクリーニングを行った後に，細胞診専

門医が日本肺癌学会の基準に基づき最終判定を行っ

ている。

検診の結果は，事業所の場合はそれぞれの職場

の健康管理担当者に報告し，事業所を通じて受診

者に通知される。自治体の場合はそれぞれの自治

体の検診担当者に報告し，そこから受診者に報告

される場合と，本会から受診者に直接報告する場

合がある。

2次検診までを本会で行う契約の団体の場合，要

精検となった者は，まず本会の呼吸器診断外来を受
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診し，精密検査が行われるが，それ以外の団体の場

合は，その組織の責任者の判断で適切な医療機関に

紹介される場合や，複数の施設の中から受診者が選

んで受診する場合がある。

要精検で本会の肺診断外来を受診した場合には，

必要に応じてX線あるいはCTの再検，高分解能

CT撮影，喀痰細胞診の再検およびそれぞれの経過

観察などを行う。造影CT，MRI，PETなどの画像

診断や気管支鏡，針生検や開胸生検などの組織診断

が必要な場合には，それぞれの専門施設に紹介して

いる。

検診結果

2019年度の肺がん検診の結果を表1に示す。受

診者総数は16,846人で，前年度より5,429人の増

加，CTが行われたのは482人で56人の増加，Ｘ

線は16,364人で5,373人の増加であった。喀痰細胞

診は2,349人（13.9％）に行われており，前年度まで

40％前後と著しく高かったが，今回は全国平均並み

になった。これは例年ほぼ全例に喀痰細胞診を行っ

た自治体が東京都の指針に従いハイリスクに限定し

たことによると思われる。ただし，年代別にみると，

まだ40代で行われている一方で，50代以上の男性

表1　肺がん検診結果

（2019年度）

項
目

性
別

年
齢

1次検診
受診者数

喀痰
受診者数

1次検診結果
精検

受診者数

精検結果

異常なし
差支なし 要観察※1 要治療継続 要受診

要精検 肺がん
がん
以外の
疾患

経過
観察※2

異常なし
差支なし

C
T

男

～ 29 1 1 1 
30 ～ 39 18 15 15 （83.3） 2 （11.1） 1 （5.6） 0 （0.0） 
40 ～ 49 73 56 62 （84.9） 11 （15.1） 
50 ～ 59 124 95 95 （76.6） 26 （21.0） 3 （2.4） 3 （100.0） 3 
60 ～ 69 72 59 47 （65.3） 21 （29.2） 4 （5.6） 4 （100.0） 1 1 2 
70 ～ 79 9 7 5 （55.6） 3 （33.3） 1 （11.1） 1 （100.0） 1 
80 ～ 2 2 1 （50.0） 1 （50.0） 

計 299 235 226 （75.6） 64 （21.4） 0 （0.0） 9 （3.0） 8 （88.9） 0 4 2 2 

女

～ 29
30 ～ 39 7 3 6 （85.7） 1 （14.3） 1 （100.0） 1 
40 ～ 49 73 43 64 （87.7） 3 （4.1） 1 （1.4） 5 （6.8） 2 （40.0） 2 
50 ～ 59 84 58 72 （85.7） 8 （9.5） 4 （4.8） 2 （50.0） 1 1 
60 ～ 69 18 13 13 （72.2） 3 （16.7） 1 （5.6） 1 （5.6） 0 （0.0） 
70 ～ 79 1 1 1 （100.0） 
80 ～

計 183 118 156 （85.2） 14 （7.7） 2 （1.1） 11 （6.0） 5 （45.5） 0 3 0 2 
合　計 482 353 382 （79.3） 78 （16.2） 2 （0.4） 20 （4.1） 13 （65.0） 0 7 2 4 

X
線

男

～ 29 4 2 4 （100.0） 
30 ～ 39 63 27 63 （100.0） 
40 ～ 49 1,384 174 1,371 （99.1） 4 （0.3） 9 （0.7） 6 （66.7） 3 3 
50 ～ 59 1,329 483 1,305 （98.2） 11 （0.8） 13 （1.0） 6 （46.2） 2 2 2 
60 ～ 69 1,433 399 1,383 （96.5） 14 （1.0） 1 （0.1） 35 （2.4） 22 （62.9） 1 10 2 9 
70 ～ 79 1,487 301 1,423 （95.7） 8 （0.5） 56 （3.8） 34 （60.7） 1 26 3 4 
80 ～ 312 50 293 （93.9） 5 （1.6） 14 （4.5） 13 （92.9） 8 1 4 

計 6,012 1,436 5,842 （97.2） 42 （0.7） 1 （0.0） 127 （2.1） 81 （63.8） 2 49 8 22 

女

～ 29
30 ～ 39 59 14 59 （100.0） 
40 ～ 49 3,266 70 3,236 （99.1） 5 （0.2） 1 （0.0） 24 （0.7） 19 （79.2） 9 10 
50 ～ 59 2,348 181 2,313 （98.5） 6 （0.3） 1 （0.0） 28 （1.2） 17 （60.7） 9 8 
60 ～ 69 2,334 187 2,271 （97.3） 6 （0.3） 1 （0.0） 56 （2.4） 33 （58.9） 23 2 8 
70 ～ 79 1,972 97 1,912 （97.0） 9 （0.5） 51 （2.6） 29 （56.9） 16 13 
80 ～ 373 11 351 （94.1） 22 （5.9） 17 （77.3） 10 1 6 

計 10,352 560 10,142 （98.0） 26 （0.3） 3 （0.0） 181 （1.7） 115 （63.5） 0 67 3 45 
合　計 16,364 1,996 15,984 （97.7） 68 （0.4） 4 （0.0） 308 （1.9） 196 （63.6） 2 116 11 67 

総　合　計 16,846 2,349 16,366 （97.2） 146 （0.9） 6 （0.0） 328 （1.9） 209 （63.7） 2 123 13 71 

（注） （　）内は%
※1　精査の必要はなく‚ 1年後の検診受診で可とされたもの 
※2　がんの疑いを完全に否定できず‚ 経過観察の対象となっているもの
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では27％の受診率とこの年代の喫煙率よりも低く，

適応外の受診者に行われている一方で適応のある受

診者が十分に受けていない点も問題と思われる。

要受診・要精検率は，CTでは4.1％で前年度の

5.9％より低下はしているが，まだ全国的にみると高

いように思われ，Ｘ線は1.9％と前年度とほぼ同様

であるが，これも全国平均よりはやや高くなってい

る。読影医間でのばらつきもあるのでカンファレン

スなどを通じて読影基準の標準化をより進める必要

がある。

精検受診率はCTでは65.0％，X線では63.6％と，

両者とも前年度とほぼ同じであった。精検に関して

本会の保健会館クリニックの肺診断外来を受診した

場合には容易に追跡が可能であるが，それ以外を受

表2　肺がん検診　胸部X線判定

（2019年度）

項
目

性
別

年
齢

胸部Ｘ線判定（日本肺癌学会判定基準）
計

B C D1 D2 D3 D4 E1 E2

胸
部
直
接
Ｘ
線

男

～ 29 1 （100.0） 1 
30 ～ 39 26 （100.0） 26 
40 ～ 49 1,070 （91.1） 98 （8.3） 1 （0.1） 6 （0.5） 1,175 
50 ～ 59 804 （85.1） 128 （13.5） 1 （0.1） 2 （0.2） 10 （1.1） 945 
60 ～ 69 967 （76.2） 267 （21.0） 11 （0.9） 1 （0.1） 3 （0.2） 20 （1.6） 1,269 
70 ～ 79 960 （65.1） 458 （31.1） 24 （1.6） 3 （0.2） 7 （0.5） 22 （1.5） 1 （0.1） 1,475 
80 ～ 145 （46.8） 150 （48.4） 6 （1.9） 1 （0.3） 8 （2.6） 310 

計 3,973 （76.4） 1,101 （21.2） 43 （0.8） 5 （0.1） 12 （0.2） 66 （1.3） 1 （0.0） 5,201 

女

～ 29
30 ～ 39 36 （97.3） 1 （2.7） 37 
40 ～ 49 2,956 （93.7） 176 （5.6） 10 （0.3） 1 （0.0） 13 （0.4） 3,156 
50 ～ 59 1,990 （89.3） 209 （9.4） 10 （0.4） 1 （0.0） 2 （0.1） 16 （0.7） 2,228 
60 ～ 69 1,815 （79.3） 416 （18.2） 22 （1.0） 2 （0.1） 3 （0.1） 31 （1.4） 1 （0.0） 2,290 
70 ～ 79 1,370 （69.7） 535 （27.2） 31 （1.6） 5 （0.3） 5 （0.3） 20 （1.0） 1,966 
80 ～ 197 （52.8） 152 （40.8） 9 （2.4） 2 （0.5） 2 （0.5） 11 （2.9） 373 

計 8,364 （83.2） 1,489 （14.8） 0 （0.00） 82 （0.8） 10 （0.1） 13 （0.1） 91 （0.9） 1 （0.0） 10,050 
合　計 12,337 （80.9） 2,590 （17.0） 0 （0.00） 125 （0.8） 15 （0.1） 25 （0.2） 157 （1.0） 2 （0.0） 15,251 

表3　肺がん検診　喀痰細胞診判定

（2019年度）

項
目

性
別

年
齢

肺がん検診
受診者数

喀痰検査
受診者数（受診率）

喀痰細胞診判定（日本肺癌学会判定基準）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

喀
痰
細
胞
診

男

～ 29 5 3 （60.0） 3 （100.0） 
30 ～ 39 81 42 （51.9） 11 （26.2） 31 （73.8） 
40 ～ 49 1,457 230 （15.8） 56 （24.3） 167 （72.6） 7 （3.0） 
50 ～ 59 1,453 578 （39.8） 114 （19.7） 450 （77.9） 14 （2.4） 
60 ～ 69 1,505 458 （30.4） 74 （16.2） 370 （80.8） 14 （3.1） 
70 ～ 79 1,496 308 （20.6） 35 （11.4） 268 （87.0） 4 （1.3） 1 （0.3） 
80 ～ 314 52 （16.6） 7 （13.5） 41 （78.8） 4 （7.7） 

計 6,311 1,671 （26.5） 297 （17.8） 1,330 （79.6） 43 （2.6） 1 （0.1） 

女

～ 29
30 ～ 39 66 17 （25.8） 6 （35.3） 11 （64.7） 
40 ～ 49 3,339 113 （3.4） 50 （44.2） 63 （55.8） 
50 ～ 59 2,432 239 （9.8） 78 （32.6） 154 （64.4） 7 （2.9） 
60 ～ 69 2,352 200 （8.5） 44 （22.0） 153 （76.5） 3 （1.5） 
70 ～ 79 1,973 98 （5.0） 13 （13.3） 82 （83.7） 3 （3.1） 
80 ～ 373 11 （2.9） 2 （18.2） 9 （81.8） 

計 10,535 678 （6.4） 193 （28.5） 472 （69.6） 13 （1.9） 0 （0.0） 
合　計 16,846 2,349 （13.9） 490 （20.9） 1,802 （76.7） 56 （2.4） 1 （0.0） 
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表4　肺がん検診　判定区分別精検結果

（2019年度）

検診判定区分
精検結果

総　計
肺がん がん以外の疾患 経過観察 異常なし 未把握

胸
部
X
線

D1 0 
D2 57 1 19 48 125 
D3 1 14 15 
D4 8 3 14 25 
E1 2 57 43 55 157 
E2 2 2 

小　計 2 125 1 65 131 324 

喀
痰

Ｃ 2 1 53 56 
Ｄ 1 1 
Ｅ 0 

小　計 0 3 0 1 53 57 

総　計 2 128 1 66 184 381 

診した場合には追跡が困難になっており，未把握例

が全員未受診ということではないと思われる。

発見された肺がんはCTからはなく，X線からは

2例であった。

表2にＸ線での判定結果を示す。表1と全体の数

が異なるのは，CTが除かれていることと，それ以

外にも複数の団体が日本肺癌学会の判定を採用して

いないことから，それらを除いたためである。

本会で行っている検診で，X線写真での撮影条件

不良のA判定は1例も存在しなかった。D，Eはさ

らに細分化されており，D1は活動性肺結核，D2は

活動性非結核性肺病変，D3は循環器疾患，D4はそ

の他の疾患をそれぞれ疑う場合で，E1は肺がんの

疑いを否定し得ない，E2は肺がんを強く疑う，と

なっている。

表3に喀痰細胞診の判定結果を示す。肺がんの可

能性のあるD判定は1例で，肺がんを強く疑うE判

定は存在しなかった。一方，男性の17.8％，女性の

28.5％がA判定であった。前年度よりは明らかに改

善しており，これは前述のように今年度からは東京

都の指針をできるだけ遵守し，非ハイリスクへの検

査を減少させたためと考えられる。しかしまだ前述

のように40代未満の受診者も多く，一方50代以上

での受診率が低いため，これらの是正によりＡ判定

の減少は可能と考えられる。

表4はX線のD，E判定および喀痰細胞診のC，D，

E判定の最終結果を示している。肺がんは，Ｘ線の

Ｅ1判定157例中の2例のみで，E2判定2例はとも

に肺がんではなかった。また炎症などが疑われる

D2判定からは肺がんは1例も発見されていない。喀

痰でＤ判定の1例は肺がんではなく，今年度はＥ判

定は存在しなかった。

一方，X線でE1の157例中55例，精検が未受診

あるいは結果が未把握となっている。確実に精密検

査を受けることとその結果を把握することは精度管

理上きわめて重要であり，読影医の診断能上昇にも

貢献するので，今後もこれらの症例の経過を確実に

追っていくことが重要である。

発見肺がんについて

2019年度に肺がん検診で発見され結果が判明

している肺がんはいずれも初回受診の男性2例の

みであった。1例目は心臓の陰影に重なった2セ

ンチ大の結節で，左下葉切除が行われ病理病期は

T1cN1M0のIIB期の大細胞がんであった。手術後

に抗がん剤による治療が行われている。2例目は右

肺門に重なった不整な陰影で，扁平上皮がんと診断

されたが同時に進行した胃がんも認められ，こちら

の化学療法が先行して行われおり，肺がんの病期は

確定していない。
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肺がん検診の方式には各種あるが，本会ではすべ

ての方式に対応して実施している。

実施数は前年度やや減少したが，本年度は増加傾

向にある。

胸部Ｘ線に関して都の指針では正面1枚で可とし

ているが本会の行っている肺がん検診はすべて背腹，

腹背あるいは背腹，側面の2枚撮影が行われていた。

CTでの肺がん検診の要精検率が前年度は高かっ

たが本年度は低下してきている。

喀痰細胞診実施の頻度が前年度まで高かったが，

本年度は都の指針に沿ってハイリスクに限定して

行ったために低くなっている。

X線，喀痰細胞診とも，要精検者に対する結果の

未把握例が多い。検診の精度を高めるには確実に精

検を受診してもらい，その結果を把握することが重

要である。

なお，発見され確定診断のついた肺がんは2例の

みで，大細胞がんと扁平上皮がんであった。


